
八西漁業無線局

深浦漁業無線局

室戸漁業無線局

須崎漁業無線局

土佐清水漁業無線局

臼杵漁業無線局

油津漁業無線局

串木野漁業無線局

枕崎漁業無線局

那覇漁業無線局

日本鰹鮪漁業’協同組合連合会

静岡県鰹鮪漁業’協同組合
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5　追跡管制計画

3．1　追跡管制実施場所

　（1）宇宙開発事業団筑波宇宙センター中央追跡管制所

　茨城県新治郡桜村大字倉掛字二反歩

（2）同　　　　勝浦追跡管制所

　千葉県勝浦市芳賀字花立山1－14

（3）同　　　　沖縄追跡管制所

　沖縄県国頭郡思納村字安富祖金良原1712－1

（4）同　　　　種子島宇宙センター増田追跡管制所

　鹿児島県熊毛郡中種子町大字増田

（5）同　　　　マーシャル移動追跡所

　米国統治マーシャル群島クエゼリン島

　また，東京大学宇宙航空研究所及び米国航空宇宙局の協力を受けると

ともに，郵政省電波研究所の支援を受ける。

3．2　追跡管制期間

　　電離i層観測衛星（ISS－b　）の打上げ段階及び初期段階における追

跡管制期間は，打上げ激雷60日間である。

　な澄，定常段階に澄ける追跡管制期間は，初期段階終了後，衛星のミ

　ッションの運用を終るまでとする。

3．3　追跡管制目的

　電離層観測衛星（ISS－b）の追跡管制は，第2章打上げ計画に従

　って，円二二に投入された衛星の軌道決定及び予測を行うとともに，姿勢

デ』タ，ハウスキーピングデータ，ミッション機器データの取得及び処理並びにこれ

　らのデータ取得に必要なコマンドの送信を行い，衛星搭載機器の機能確認を行う
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．ことを目的とする。

3．4　追跡管制実施計画

　　電離層観測衛星（ISS－b）の追跡管制は，衛星の軌道投入面心期

　周回時までの投入軌道の確認及び衛星搭載機器の機能確認を行う打上げ

　段階，衛星の軌道投入後初期周回後の軌道の測定及び衛星搭載機器の機

　能確認を行う初期段階並びに衛星の運用を行う定常段階とからなり・各

　段階を通じて以下の追跡及び管制を行う。

　（1）打上げ段階

　　　打上げ段階は，衛星の打上げ直前の追跡管制システムの準備段階か

　　ら打上げ後日本で連続的に観測可能な周回（2～3周）までとし，こ

　　の期間中，衛星の投入軌道の確認を行うとともに，衛星搭載機器の動

　　作状態，姿勢，温度等の計測を行う。

　（2）初期段階

　　　初期段階は，打上げ段階終了堅約60日間とし・この期間中，衛星

　　の軌道の測定，ハウスキーピングデータ及び姿勢データの取得，ブー

　　ムの展開，伸展アンテナの伸展，ミッション機器データの取得，観測

　　機器の試験的運用等を行い，軌道上の衛星搭載機器の機能，性能及び

　　動作の確認及び評価を行う。

　（3）定常段階（参考）

　　　定常段階は，初期段階終了後から衛星のミッションの運用を終了す

　　るまでとし，この期間中，宇宙開発事業団は平常組織により，衛星の

　　軌道の決定及び予報，衛星搭載機器の機能，性能及び状態の確認及び

　　評価を行うとともに，衛星の性能及び機能の維持管理を行う。

　　　定常段階に澄ける追跡管制組織は，次に示すと澄りである。
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中央追跡管制所

勝浦追跡管制所

追跡管制課

運　　用　　課

データ処理課

沖縄追跡管制所

追跡管制課

追跡管制課

増田追跡管制所

追　　跡　　課

〈←一 ^用要求

　　取得データー

追跡管制部

別
l
I
取
得
デ
ー
タ
⊥
V

↑
連
絡
調
整
一
V

小
1
－
運
用
要
求

試験衛星
設計クつレープ

郵　政　省
電波研究所

管　　制　　課

衛星開発室・…・・取得データの解析

信頼性管理部・…・・信頼度の解析

誘導性御設計クワレープ・・姿勢データの解析

構造開発グループ…一温度データ及び構造の
　　　　　　　　解析
搭載電子装置開発・…・・搭：載機器動作の解析

グループ

環境試験グループ・・・…環境試験法評価のため

　　　　　　　　の解析

3．5　追跡管制システム等

　　電離層観測衛星（ISS－b）の追跡管制業務に使用するシステムを図

　9に，追跡管制計画表を表8に，また，地表面軌跡（第0周～第8周）

　を図10に示す。
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図9 追跡管制システム
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表　8 追 跡 管 制 計 画 表

段　　階
打　　　　上　　　　段 階 初　　　　期　　　　段　　　　階 定常段階　（参考）

打上げ直前の準備段階から打上げ後日本で連続的に観測可能な 衛星の軌道の測定及び衛星搭載機器の機能，性能，及び動作 衛星のミッン。ン運用を終了する
項 目 周回までの期間 を確認する期間 までの期間

直前準備　発射　打上軌道 ロケット／衛星の分離 初期周回 打上げ段階終了後約60日間 Y＋60日以降
周回等（REV） ☆　　0 2～3周 3～4周以降　約800周迄 約800周以降
VHF帯 方式：角度測定併用ドップラ周波数測定方式：（NASAを除く。 ） 方式：同左 方式：同左

追 （136MHz）
hップラ方式

担当：勝浦，沖縄，増田各追跡管制所，

ｦ力：東大（内之浦），NASA（STDN追跡網）
マーンヤル移動追跡所 担当：同左（但し，マ。シャル移動追跡所は2～3日間のみ）

ｦ力：NASA（STDN追跡網）
担当：勝浦，沖縄，増田各追跡

@　　管制所

UHF帯 方式：同上 方式：同上 方式：同上
（400MHz）
hッブラ方式

担当：同上

ｦ力：東大（内之浦）
担当：同上 担当：同上

跡 追跡網統括
追跡データによる初期軌道予測計算 追跡データによる軌道 軌道決定予報計算 同左

データ処理 担当：中央追跡管制所
決定予報計算

S当：同左 担当：同左 担当：同左

VHF帯 変調方式：PCM／PM 変調方式：同左 変調方式：同左

管

テ
　
レ

（HKデ」タASデータ） 担　　当：勝浦，増田追跡管制所，マーンヤル移動追跡所※

蝸p途：HK：データ，ASデータ

担当：勝浦，増田各追跡管制所，マーンヤル移動追跡所（2～3日

@　　のみ）※
蝸p途：ブームの展開，伸展アンテナの伸展，HKデー

担　　当：勝浦，増田追跡管制

@　　　　所
蝸p途：HKデータ，ASデータ

メ

タ　ASデータ
i UHF帯 変調方式：同上 変調方式：同上 変調方式：同上
タ （憂鋼 担　当：増田追跡管制所，マーシャル移動追跡所※

蝸p途：同上
担　　当：同上

蝸p途：同上
担　　当：同上

主用途：同上
変調方式：AM 変調方式：同左 変調方式：同左

コ

VHF帯 担　　当：増田，勝浦追跡管制所，マーンヤル移動追跡所 担　　当：勝浦，増田各追跡管制所，マーシャル移動追跡 担　　当：同左

制

マ
　
ン
ド

（148MHz）
主用途：チエックモード（HK，AS）の指令 　　　　　所（2～3日のみ）

蝸p途：運用モードの切換並びにブーム展開，ステム
用　　途：ブーム展開及びステ

@　　　　ム伸展を除き同左
伸展等の起動及び停止の命令

管制網統括
テレメータデrタの監視，収録，処理及び解析，姿勢決定計画 同左のほか解析・評価

データ処理
の作成及び送付，指示連絡

S　　当：中央追跡管制所 担　　当：同左

HKデータ：温度，機器（電源装置， コマンド／テレメータ送信機，観測機器等）の動作状態，監視制御データ等をいう。

備 考 ASデータ：姿勢測定データ（太陽方向検出器，地磁気検出器及び地球方向検出器による測定）をいう。

ス　テ　ム：伸展アンテナをいう。 伸展アンテナの伸展実験は ， 電池が完全充電状態で行う。・

※　　：必要に応じ，郵政省電波研究所の支援を受ける。
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4　関係機関への情報の提供

　4．1　関係各省庁

　　　電離層観測衛星（ISS－b）／Nロケット4号機（：F）の打上げの実施

　又は延期（詳細は第2章第8項に示す。），打上げ及び追跡管制結果等

　　については，速やかに科学技術庁，郵政省，運輸省その他関係各省庁に

　通知する。

4．2　国際機関

　　電離層観測衛星（ISS－b）の軌道投入後，速やかに関係政府機関を

通じ，人工衛星に関する情報を国際機関に提供する。

4．3　報道関係

　（1）報道関係者には，安全確保に留意し取材の便宜を図る。

（2）打上げ結果並びに打上げ段階の追跡及び管制状況については，打上

　　げ実施責任者等から発表を行う。
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